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令和５年第３回芦北町議会定例会会期日程 
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本会議（開 会） 

諸報告 

議長諸般の報告 

議員派遣の結果報告 

行政報告 

町長の提案理由説明 

一般質問 

（散 会） 

１４ 水 

 

休  会（議事整理） 

 

１５ 木 

 

休  会（議事整理） 

 

１６ 金 

本会議（開 議） 

議案審議 

閉会中の継続調査の申出 

（閉 会） 
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令和５年第３回芦北町議会定例会議事日程（第１号） 

 

令和５年６月１３日 

午前１０時 開 会 

於  議    場 

１ 議事日程 

開会宣告 

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 会期の決定について 

第３ 諸報告 

議長諸般の報告 

議員派遣の結果報告 

行政報告 

第４ 町長の提案理由説明 

第５ 一般質問 

（散 会） 

 

２ 出席議員（１４人） 

１番 百 田 翔 吾 君 ２番 楠 原 清 照 君 

３番 長 口   隆 君 ４番 林 田 燿 宏 君 

５番 坂 本   登 君 ６番 寺 本 順 一 君 

７番 白 坂 康 浩 君 ８番 草 野 安 道 君 

９番 宮 尾 秀 行 君 10番 川 尻 成 美 君 

11番 寺 本 修 一 君 12番 岡 部 惠美子 君 

13番 元 山 秀 志 君 14番 宮 内 道 則 君 

 

３ 欠席議員（０人） 

 

４ 説明のため出席した者の職氏名（１６人） 

町    長  竹 﨑 一 成 君   副 町 長  藤 崎 正 司 君 

教 育 長  岩 田 繁 義 君   総 務 課 長  松 本 俊 造 君 

企画財政課長  白 坂 達 也 君   税 務 課 長  佐 竹 貴 幸 君 

住民生活課長  長 﨑 十三男 君   福 祉 課 長  池 田 康 浩 君 

健康増進課長  田 中 公 広 君   農林水産課長  栫   浩 之 君 
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商工観光課長  釜   辰 信 君   建 設 課 長  鎌 倉 博 之 君 

上下水道課長  平 田 秀 臣 君   教 育 課 長  田 代   忍 君 

スポーツ・文化振興課長  岡 田 謙 治 君   コミュニティセンター課長  上 野 孝 司 君 

 

５ 職務のため出席した事務局職員の職氏名（２人） 

議会事務局長  窪 田 和 彦 君   次 長(主幹)  鎌 田 富士夫 君 
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議長諸般の報告 

 

１ 例月現金出納検査結果報告書（別紙のとおり） 

 

２ 令和５年第１回水俣芦北広域行政事務組合議会定例会 

期 日 令和５年３月２３日（月） 

場 所 水俣芦北広域行政事務組合多目的ホール 

議 題 令和５年度水俣芦北広域行政事務組合一般会計予算 外 

 

３ 南九州西回り自動車道熊本県建設促進期成会総会 

期 日 令和５年５月２２日（月） 

場 所 あらせ会館（水俣市） 

内 容 令和４年度事業報告及び決算報告について 外 

 

４ 全国町村議会議長会（議長・副議長研修会） 

期 日 令和５年５月２３日（火） 

場 所 東京国際フォーラム（東京都） 

内 容 講演：町村議会の課題と今後の展望について 

講師：大正大学社会共生学部教授 江藤 俊昭 氏 外 

 

５ 熊本県町村議会議長会（熊本県関係国会議員への要望） 

期 日 令和５年５月２４日（水） 

場 所 ホテルグランドアーク半蔵門（東京都） 

内 容 熊本県町村議会議長会定期総会において決定した事項の要望 

（県提出要望４件・各郡提出要望１９件） 

 

６ 水俣・芦北地域振興財団理事会 

期 日 令和５年５月３１日（水） 

場 所 ホテル熊本テルサ（熊本市） 

内 容 令和４年度事業報告及び決算報告について 外 

 

７ 熊本県町村議会議長会（議長研修・臨時総会） 

期 日 令和５年６月２日（金） 

場 所 ホテル熊本テルサ（熊本市） 
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内 容 議長研修＝講演：統一地方選挙の結果を踏まえた今後の議会のあり方 

講師：新潟県立大学准教授 田口 一博 氏 

臨時総会＝任期満了に伴う役員の選任 

 

 

 

令和５年６月１３日 

芦北町議会議長  宮 内 道 則  
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芦町監第７号 

令和５年６月９日 

芦北町議会議長 宮 内 道 則 様 

 

芦北町監査委員 井 川 良 一 

 

芦北町監査委員 長 口   隆 

 

例月現金出納検査の結果に関する報告の提出について 

 

地方自治法第２３５条の２第１項の規定により例月現金出納検査を実施したので、同

条第３項の規定により、その結果に関する報告を下記のとおり提出します。 

 

記 

１ 検査の対象 

会計管理者の権限に属する現金（歳計現金、一時借入金及び基金並びに歳入歳出外

現金）の出納及び保管 

 

２ 検査現在期日 

令和５年５月３１日 

 

３ 検査実施日 

令和５年６月９日 

 

４ 検査の結果及び意見 

検査現在期日における歳計現金及び基金並びに歳入歳出外現金（一時借入金なし）

の保管状況は、預金通帳、保管現金及び現金保管状況一覧表と照合した結果すべて符

合し相違ないこと及び適正に処理されていることを確認した。 

また、出納事務については、現金出納にかかる証拠書類及び関係帳表と照合、検査

の結果、計数に誤りはなく何ら不正非違の点も見受けられず、すべて適正に処理され

ていることを認めた。 

なお、参考まで検査現在期日における現金の現在高は、次のとおりである。 

 

一
般
会
計
・
特
別
会
計 

歳 計 現 金 1,791,667,698 円 

一 時 借 入 金 0 円 

基 金 に 関 す る 現 金 6,200,119,220 円 

歳 入 歳 出 外 現 金 120,084,227 円 

計 8,111,871,145 円 

水 道 事 業 会 計 346,352,192 円 
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議員派遣の結果報告 

 

１ 町村議会新議員研修会（熊本県町村議会議長会） 

（１）目  的 議会の基礎的な制度及び運営等について知識を深めるため 

（２）期  日 令和５年３月２４日（金） 

（３）場  所 熊本県市町村自治会館 本館講堂 

（４）内  容 講演 

演題：「議会の制度と運営について」 

講師：熊本県町村議会議長会事務局長 古家陽介 氏 

（５）派遣議員 百田翔吾 

 

２ 町村議会議長・副議長研修会（全国町村議会議長会） 

（１）目  的 分権時代に対応する議会の活性化に資するため 

（２）期  日 令和５年５月２３日（火） 

（３）場  所 東京国際フォーラム（東京） 

（４）内  容 講演 

演題：「町村議会の課題と今後の展望について」 

講師：大正大学社会共生学部教授 江藤俊昭 氏 

演題：町村こそデジタルを（住民のためのデジタル活用法） 

講師：ＮＰＯ法人ブロードバンドスクール協会理事 若宮正子 氏 

演題：地方議会とハラスメント 

講師：朝日新聞社コンテンツ編制本部次長 三島あずさ 氏 

（５）派遣議員 元山秀志（副議長） 

 

３ 町村議会議長・副議長による県関係国会議員への要望活動(熊本県町村議会議長会) 

（１）目  的 熊本県町村議会議長会定期総会決議事項要望 

（２）期  日 令和５年５月２４日（水） 

（３）場  所 ホテルグランドアーク半蔵門（東京） 

（４）内  容 熊本県町村議会議長会定期総会において決定した事項を県関係国会

議員へ要望（県提出要望４件・各郡提出要望１９件） 

（５）派遣議員 元山秀志（副議長） 

 

令和５年６月１３日 

芦北町議会議長  宮 内 道 則 
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令和５年第３回定例会一般質問通告表 

質問

順番 
質問者 質問事項 質問の要旨 質問の相手 

１ 楠原清照 １ 町内の各海

水浴場及び隣

接する観光施

設等の連携強

化と更なる利

活用の促進に

ついて 

①町内の海水浴場の利用状況は

どうなっているのか。 

②町内各海水浴場に隣接する芦

北海浜総合公園や御立岬公園

などとの連携による相乗効果

及び施設の充実についてどの

ように考えているのか。 

③現在供用していないマリンパ

ークビーチ及び萩の越海水浴

場に隣接する旧国民年金保養

センター「ブルーマリンあし

きた」の解体が示されている

が解体後の周辺整備はどのよ

うに考えているのか。 

町長及び 

担当課長 

 

２ 町税等のコ

ンビニ収納や

キャッシュレ

ス決済の現状

と利便性の向

上等について 

①町税等のコンビニ収納やキャ

ッシュレス決済の現状はどう

なっているのか。 

②町税等のコンビニ収納やキャ

ッシュレス決済の利点とは具

体的にどのようなことか。 

③町税等のコンビニ収納やキャ

ッシュレス決済の周知はどの

ように行っているのか。 

町長及び 

担当課長 

 

３ 芦北町スポ

ーツ協会及び

各種スポーツ

大会の現状等

について 

①現在のスポーツ協会の組織と

町民スポーツ大会の競技種目

の現状はどのようになってい

るのか。 

②秋の陸上競技大会の今後の目

指す方向性をどのように考え

ているのか。 

③スポーツの振興による町づく

りの成果はどうなっているの

か。 

教育長及び 

担当課長 
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２ 百田翔吾 １ アフターコ

ロナにおける

商工業の振興

について 

①コロナ禍において、本町とし 

て、商工業者に対してどのよ

うな施策を行ってきたのか。

また、その効果はどうであっ

たか。 

②実施した施策及びその効果を

踏まえ、アフターコロナに向

けて、どのような施策が必要

と考えているのか。 

町長及び 

担当課長 
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開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（宮内道則君） 皆様、おはようございます。 

ただいまから令和５年第３回芦北町議会定例会を開会します。 

会議に入ります前に、本日は傍聴席にハワイ島熊本同志会から３人の方が見えら

れております。同志会と本町とのつながりは、２０１３年にハワイで開催された国

際空手道連盟主催の第５４回ハワイ州ホノルル国際空手道選手権大会に、芦北町海

王塾と葦北鉄砲隊が招待を受け訪問をした際と、２０１８年にハワイ日系移民１５

０周年記念式典に葦北鉄砲隊が招待をいただいた縁で本町にも訪問され、交流を深

めております。そのようなことで、令和２年７月豪雨災害時には同志会が募金を募

り、１万５,０００ドル、日本円で約１５０万円の義援金が芦北町に贈られました。

今回、同志会の３人の方が、芦北町の復興状況を視察しにお出でになっています。

そのお三方をここで御紹介を申し上げます。 

ハワイ島熊本同志会前会長、ドウェイン・ムカイ様、ホノルル日本国領事館在ヒ

ロ名誉領事、アート・タニグチ様、元ハワイ島日系人商工会議所会頭、トミー・ゴ

ウヤ様、以上３名の方でございます。 

感謝の意を込めまして、皆様、もう一度拍手をお願いいたします。 

○議長（宮内道則君） はい。ありがとうございました。 

まだまだ、復興道半ばでございますが、議会といたしましても復旧・復興に全力

を挙げて取り組んでまいります。今後とも御支援のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

以上で、御紹介を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（宮内道則君） これより本日の会議を開きます。 

お手元に配付の議事日程にしたがって会議を進めてまいります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（宮内道則君） 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、１３番 元山

君及び１番 百田君の２人を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

第２ 会期の決定について 

○議長（宮内道則君） 日程第２「会期の決定について」を議題とします。 

お諮りします。本定例会の会期は、議会運営委員会からの答申に基づき、本日か
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ら６月１６日までの４日間にしたいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 異議なしと認めます。したがって、本定例会の会期は、本日か

ら６月１６日までの４日間に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

第３ 諸報告 

○議長（宮内道則君） 日程第３「諸報告」を行います。 

例月現金出納検査結果、閉会中に出席した議長諸般の報告、議員派遣の結果報告

及び町長の行政報告の内容は、議席に配付のとおりです。 

以上で、諸報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

第４ 町長の提案理由説明 

○議長（宮内道則君） 日程第４「町長の提案理由説明」を求めます。 

竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） おはようございます。 

本日ここに、芦北町議会６月定例会の招集を申し上げましたところ、議員各位に

おかれましては、御出席を賜り、ありがとうございました。 

本日は、先ほど議長から御紹介がありましたが、ハワイ日系３世の方々が一昨日

より御来町されております。ハワイ州も、地震、火山噴火などによる自然災害を経

験されておられます。今回は、３年前にコロナ禍にありながらの募金の呼びかけを

され、多額の義援金をいただいたものでありまして、改めて感謝申し上げます。併

せて、皆様方のますますの御多幸を心よりお祈り申し上げます。 

さて、令和２年７月豪雨から間もなく３年を迎えようとしております。佐敷及び

湯浦の災害公営住宅は、被災者の生活再建に向け急ピッチで作業が進められており

ます。また、新型コロナによる行動制限が撤廃され、各種の祭りやイベントも復活

し、町も活気を帯びてきております。 

去る５月２９日に、福岡管区気象台より、九州北部地方の梅雨入りが発表されま

した。今月初めの台風２号の接近では、四国から関東にかけて線状降水帯が発生し、

東海地方で降り始めからの雨量が５００ミリを超えるなど、死者・行方不明者が発

生する大きな災害となりました。亡くなられた方々に心からお悔やみを申し上げま

すとともに、行方不明者の方々の一刻も早い安否の確認を祈るものであります。幸

いにも、本町では大きな雨量に至りませんでしたが、国・県など関係機関と連携し、

決して気を緩めることなく、万全の態勢で今出水期に臨んでまいります。 

それでは、本定例会に付議しました議案につきまして、御説明申し上げます。ま
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ず、一般会計及び特別会計の繰越明許費等の報告５件、令和５年度芦北町一般会計

及び特別会計に係る補正予算３件、また条例の一部改正５件、工事請負契約の締結

４件の合計１７件を提案しております。 

御審議いただき、議決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたしま

す。 

○議長（宮内道則君） 町長の説明が終わりました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

第５ 一般質問 

○議長（宮内道則君） 日程第５、一般質問を行います。 

質問通告者は２人です。通告書は、お手元に配付しております。質問時間は、従

来どおり補助質問を含めて３０分以内に制限します。それから、一般質問は通告制

であります。質問に関連して求める関連質問は許可しません。質問に当たっては、

通告内容に基づいた質問をされるよう求めます。なお、執行部の答弁も明快かつ簡

潔に願います。 

それでは、順番に発言を許します。 

はじめに、楠原君。 

○２番（楠原清照君） それでは、おはようございます。楠原でございます。 

芦北町議会会議規則第６０条第１項の規定に基づき、議長の許可のもと、質問を

させていただきます。 

さて、今年も早くも災害シーズンに突入したようでございます。６月２日には、

四国から近畿、東海地方へと線状降水帯が伸びに伸びて大雨をもたらし、大きな被

害が発生いたしました。被災者の皆様には、本当に心からお見舞い申し上げたい気

持ちでいっぱいでございます。 

私は、現在、令和２年７月豪雨災害復旧・復興対策調査特別委員会に所属してお

りまして、つい先だって５月３０日にも委員会の現地調査がございました。農林水

産課所管事業でございましたが、治山復旧工事においては、国で受け持っていただ

いた直轄工事３３本のうち、すでに３０本完成しており、残り３本もあと数か月程

度で完成するということでございまして、早期の復旧・復興に大きな支援となった

という話もお伺いしたところでございます。 

このようなことから、災害特別委員会が十分機能しておるようでございますので、

今回の私の一般質問では前回３月議会同様、あえてその他の課題について質問をさ

せていただこうと思います。 

さて、質問に入ります。これからの季節は、先ほど申し上げましたように、災害

シーズンとなるわけでございますけれども、一方で夏のレジャーの定番である海水
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浴のシーズンでもあります。例年７月頭に海開きがされ、８月いっぱいまでの約2

か月がその期間とされております。 

私は、子どもの頃、つまりもう五、六十年前のことでございますけど、泳ぐのが

大好きで夏休みなど毎日川で泳いでいましたし、親子会などで女島や海浦海水浴場

などにもよく行きました。当時は、飛び込み台がある海水浴場も多くありまして、

飽くことなく飛び込んでは泳ぎを繰り返していました。このように、夏になればこ

んじょこんじょ泳いで真っ黒になっていたものです。 

ところが、時代が進み、日本の経済が右肩上がりで豊かになってくると、１９８

０年代後半あたりから日本全国でリゾートブームが到来しました。３０数年前の話

です。これ以後、我が町でも人工白砂海水浴場の整備が行われ、鶴ケ浜、マリンパ

ークビーチ、萩の越、御立岬海水浴場と、次々と整備されていきました。そして、

ピーク時の夏休み期間中などは、県内外から人々が大挙して押し寄せ、当時は高速

道路なんてありませんでしたから、国道３号の八代に至るルートなど、日奈久辺り

まで渋滞の影響があったほどでした。人工砂浜の海水浴場は、人で溢れかえり、足

の踏み場もない日もありました。当時の熊日新聞では、写真付きで報道されるなど、

ちょっとしたニュースにもなったわけです。 

それに付随して、旧芦北町では芦北海浜総合公園、旧田浦町では御立岬公園が整

備され、通年型の観光施設とすることで、さらなる観光振興と活性化を図る取組が

なされていたと承知しております。 

ところが、世間では紫外線が体に良くないとかで、日焼けを嫌うようになりまし

たし、海にはクラゲやイラはいるは、訳のわからん海藻がまとわりついてくるわ、

砂は水着の中に入ってくるわ、また潮で体はべたつくわで、だんだん避けられるよ

うになりました。そして、代わりにそれより近場の消毒された淡水プールのほうが

はるかに清潔でいいとか、夏は海というすり込みは薄れてきて、ほかに楽しむとこ

ろはいっぱいあるなどの、いわゆるレジャーの多様化とか時代が大きく変化し、一

言でいえばピークが過ぎて、近隣観光施設の整備はされたものの、人気に陰りが出

てきたのが現状ではなかろうかと思うわけです。それに加えて、新型コロナウイル

ス騒動や、令和２年７月豪雨災害などでもうめちゃくちゃになってしまったのが、

ここ数年のことだと思います。 

そうは言いましても、海水浴場や近隣観光施設は、我が町の重要な観光資源の一

つであることは変わりないのでありまして、何とか生かして、夏の活性化につなげ

ねばならないことは言うまでもないことであります。町民の皆様の一部には、観光

は二の次、三の次、まずは復旧・復興、町民の生活改善対策第一ではないかという

お声もありますが、確かにそうでございますけれども、少子高齢化、過疎化の進行
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が止まらない我が町においては、観光振興により流入人口・交流人口の拡大を図る

ことは、地域活性化に欠かせない重要課題なのでありまして、その意味で今後もし

っかり観光振興を図っていかねばならないと考えるのです。 

本来、私は政治信条として、復旧・復興を第一に掲げているわけでありますが、

将来を見据えた町の活性化というものを３６０度の視点に立って、バランスよく考

えなければならないだろうとも思っているわけです。まさに今が、今後に向けた重

要なターニングポイントであろうと感じましたので、質問をさせていただこうと思

った次第です。 

そういうことで、通告書１、町内の各海水浴場及び隣接する観光施設等の連携強

化と、さらなる利活用の促進について質問いたします。①町内の海水浴場の利用状

況はどうなっているのか。②町内各海水浴場に隣接する芦北海浜総合公園や御立岬

公園などとの連携による相乗効果及び施設の充実について、どのように考えている

のか。③現在供用していないマリンパークビーチ及び萩の越海水浴場に隣接する旧

国民年金保養センター「ブルーマリンあしきた」の解体が示されているが、解体後

の周辺整備はどのように考えているのか。この３点について質問させていただきま

す。 

次の質問に移ります。我が町には、現在、コンビニエンスストア、つまり普通コ

ンビニと呼んでおりますけれども、ファミリーマートが１軒、セブンイレブンが４

軒、計５軒が立地しているようでございます。このコンビニは実に便利な存在でご

ざいまして、通常の日用品や食品の販売以外でも、マルチコピー機や銀行ＡＴＭが

設置されております。つまり、物品販売以外のサービスの提供も行っているわけで

す。サービスにはですね、いろいろありすぎて、全部を知っているわけではありま

せんけれども、私も預金を引き出したり、コピーを取ったりしております。このよ

うに、コンビニ無しでは日常生活が困るというところまで浸透している存在となっ

ております。 

また一方で、キャッシュレス決済の波もあれよあれよという間にどんどん押し寄

せておりまして、これまでのクレジットカード決済のほかに、何とかペイというＱ

Ｒコードやバーコードを読ませたり、果てはスマホをかざすだけで決済が完了した

りする、そういう世の中となっております。日本は世界的に見れば、このキャッシ

ュレス化が遅れているそうでございます。片や、あの中国や韓国では、本当か嘘か

知りませんけれども、もはやスマホによるキャッシュレス決済が当たり前となって

いるとも伝えられております。 

しかし、私は６年前の平成２９年に母の生まれ故郷である中国の瀋陽というとこ

ろ、昔でいう満州奉天に母と二人、個人旅行で行きましたけれども、そのときの経
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験から、なぜ中国はスマホのキャッシュレス決済が進んだのか分かった気がしまし

た。それは中国紙幣がことごとくペラペラヨレヨレで、破れた箇所はセロテープが

貼ってあるような、そういう代物だったからです。自動販売機で使えるようなもの

ではありませんでした。中国には失礼ですけれども、日本のようにピシャッとした

紙幣管理がなっとらん現実をこの目で見て、紙幣という現物無しのデジタル決済が

急速に普及したのは、こういうことも一因としてはですね、あるのではないかと強

く思った次第です。 

それはともかく、日本はコンビニが飽和状態となるくらい普及しており、スマホ

によるキャッシュレス決済もどんどん進んでおるのが現状だろうと思います。その

ような中、本町においても近年、町税等のコンビニ収納やキャッシュレス決済への

取組がなされているようでございます。 

そこで、通告書２、町税等のコンビニ収納やキャッシュレス決済の現状と利便性

の向上等についてお尋ねします。①町税等のコンビニ収納やキャッシュレス決済の

現状はどうなっているのか。②町税等のコンビニ収納やキャッシュレス決済の利点

とは具体的にどのようなことか。③町税等のコンビニ収納やキャッシュレス決済の

周知はどのように行っているのか。この３点について、お尋ねしたいと思います。 

次の質問に移ります。私も高齢者の仲間入りをする年齢になって、時に昔を懐か

しんだりしております。いろいろな思い出がありますが、秋の町民体育祭の思い出

も深く刻み込まれております。走るのは苦手だったんですが、いろいろ選手として

出されたわけです。特にきつかった種目は４００ｍ競争でした。３コーナーまでト

ップで走りましたが、最後の直線で全員に抜かれてしまいました。また、１００ｍ

にも出場しましたけれども、本部席の真ん前で転倒し、恥もかきました。そんな苦

い思い出もあるわけですけれども、当時は選手もまだ若かったが、応援も多くて、

大層にぎわっておりました。平成１７年に旧田浦町と合併する前までのことです。

当時、私は中央体育協会の地区委員をしておりまして、会長は竹﨑直正さんでした。

活動を一生懸命やっておられまして、よく飲みにも行きました。その頃は、その地

区体協主催で運動会や駅伝大会をやっておりました。当然、秋の町民体育祭を前に

して、選手選考会議が行われ、私は向町担当でしたので、子どもたちを中心に選手

の委嘱をしてきました。そんなこんなで、２０年くらいやってきました。その子ど

もたちも今や大きくなって、立派な大人となっていますが、当時のふれ合いがあっ

たお蔭で、私は子どもたちを知っておりますし、子どもたちも私を知って、慕って

くれている関係がいまだにあるわけです。選手集めもなかなかスムーズにはいかず

に、きつかったこともありましたが、やって良かったと思っております。 

そんな体協と町民体育祭ですが、いつの間にか名称が変更され、スポーツ協会や
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スポーツ大会となっているようでございます。そして、先ほど申し上げましたが、

旧田浦町と旧芦北町が合併後、スポーツ協会も再編されましたけれども、その後、

人口減少傾向に歯止めがかからない中で、ここ数年は追い打ちをかけるような新型

コロナウイルス騒動などで、選手の育成どころか組織の維持にも難儀しているよう

でございますし、あれほどにぎやかだった秋のスポーツ大会も寂しいものとなって

おります。 

しかし、このような時代の流れとはいえ、我が町はスポーツによるまちづくりを

高々と掲げておりますので、この現状を何とか打破し、変革し、活性化を図らねば

ならないことは大きな課題ではないかと考えるものです。 

そこで、通告書３、芦北町スポーツ協会及び各種スポーツ大会の現状等について

お尋ねします。①現在のスポーツ協会の組織と町民スポーツ大会の競技種目の現状

はどうなっているのか。②秋の陸上競技大会の今後の目指す方向性をどのように考

えているのか。③スポーツの振興によるまちづくりの成果はどうなっているのか。

この３点について、お尋ねいたします。 

以上、通告書１から３までの質問に対し、御答弁をお願いいたします。 

これで、壇上での質問を終わります。再質問は質問席から行います。 

○議長（宮内道則君） 楠原君の１回目の質問が終わりました。答弁を求めます。竹﨑

町長。 

○町長（竹﨑一成君） 楠原議員の質問にお答えいたします。 

質問の主題１の③旧国民年金保養センター「ブルーマリンあしきた」の解体後の

周辺整備につきましては、長年の懸案事項でありましたマリンパークビーチ及び萩

の越海水浴場を含めた一帯の整備について、県と町で連携し、令和４年度にあしき

たマリンパーク再整備計画基本構想を策定しておりまして、それに基づき整備を進

めてまいります。 

なお、具体的な内容及び残余の質問につきましては、担当課長から答弁させます。 

○議長（宮内道則君） 岩田教育長。 

○教育長（岩田繁義君） 質問の主題３の①について、お答えします。 

現在のスポーツ協会は、会長、副会長、監事、事務局長、理事、評議員で構成さ

れております。理事は、地域スポーツ協会の代表７名、種目協会の代表３名、小中

学校の代表２名、スポーツ推進委員の代表１名、また評議員は地域スポーツ協会の

代表７名、加盟の全種目協会の代表２４名、小中学校の代表２名、スポーツ推進委

員の代表１名など、合計５８名の組織となります。 

町民スポーツ大会の競技種目は、スポーツ協会加盟の２４種目のうち、１２種目

を実施しているところでございます。令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の
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影響により、水泳、ビーチボールバレー、陸上が中止となりました。令和５年度は、

全１２種目の開催が決定しているところでございます。 

次に、②の質問についてお答えします。令和２年度から令和４年度は、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により実施できませんでした。令和５年度は、５月に行っ

た評議員会において開催が決定しております。今後、各地域スポーツ協会と協議を

重ね、開催に向けて準備を進めてまいります。 

次に、③の質問についてお答えします。各種目協会や各社会体育クラブ、学校の

指導者等が日頃から育成に尽力されており、その成果として、多くの児童生徒をは

じめとする競技者が、国際大会、全国大会、九州大会等へ出場し、優秀な成績を残

しております。令和４年度の国際大会、全国大会、九州大会等の出場者数は延べ１

８９人で、１０年前、平成２４年度の延べ１３０人と比較しても、少子化や人口減

少が進む中にあっても、５９人増加しております。また、各種目協会においても、

自主的なスポーツイベントを開催し、競技力向上や関係人口の増加に寄与する取組

も行われており、スポーツの振興によるまちづくりの浸透が図られているものと考

えております。 

○議長（宮内道則君） 釜商工観光課長。 

○商工観光課長（釜 辰信君） 質問主題１の①について、お答えします。 

町内の海水浴場の利用状況につきましては、昨年度は２か所の海水浴場を供用し

ており、鶴ヶ浜海水浴場と御立岬海水浴場を合わせた入込客数は延べ３万４,２９

０人になっており、令和３年度は３万５,１９０人から９００人の微減となってお

ります。また、マリンパークビーチ及び萩の越海水浴場は、令和２年７月豪雨災害

以来、災害土砂の仮置きなどにより、供用を休止しております。 

次に、②の質問についてお答えします。鶴ヶ浜海水浴場に隣接する芦北海浜総合

公園については、休止していたゾーブの再稼働に向けて準備を進めております。ま

た、令和４年度にドッグランを整備し、ローラーリュージュと併せて大変にぎわっ

ており、海水浴場との相乗効果が見込まれます。今後の展開として、子供の城へ新

たな遊具の設置を検討しております。あしきた青少年の家は、鶴ヶ浜海水浴場に近

いため、研修で来られた方のプライベートでの誘客につながっており、さらなる連

携が重要であると考えております。御立岬公園は、新たに第２キャンプ場を新設し、

多くの利用客でにぎわっています。 

このように、海水浴場に隣接する施設や公園との連携及び施設の充実を図ってお

りますが、さらに御立岬公園、芦北海浜総合公園の連携を深め、御立岬公園の宿泊

客が芦北海浜総合公園へ立ち寄ってもらえるような取組を行ってまいります。 

次に、③の質問についてお答えします。先日の熊本日日新聞にも掲載されていま
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したが、本年度につきましては旧国民年金保養センター「ブルーマリンあしきた」

の解体及び進入路の整備を行い、マリンパークビーチ及び萩の越海水浴場を含めた

一帯をあしきたマリンパーク再整備計画基本構想に基づき、プロポーザル方式によ

り運営事業者を選定し、事業計画を策定、その後、本格的な整備に着手することと

しております。現在供用している海水浴場との差別化を図るなど、異なる客層のニ

ーズに対応した独自の魅力をもつことで、地域全体の観光客の増加及び雇用の創出

を目指してまいります。 

○議長（宮内道則君） 佐竹税務課長。 

○税務課長（佐竹貴幸君） 質問の主題２の①について、お答えいたします。 

町税等のコンビニ収納やキャッシュレス決済の現状につきましては、現在、住民

サービスにおける収納手段の多様化は、時代の潮流ともなっており、ＤＸ推進の取

組の一つでもあります。本町では、令和４年度から住民税の普通徴収、固定資産税

及び軽自動車税において、コンビニ及びスマホアプリ決済による収納取扱を開始し、

令和５年度からは新たに国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保

育料、住宅使用料、水道料、農業集落排水使用料、浄化槽使用料及び奨学資金償還

金の収納についても追加しております。コンビニ収納につきましては、セブンイレ

ブン、ファミリーマート、ローソン、その他全国の主要コンビニで納付することが

できます。また、キャッシュレス決済は、スマートフォン等のアプリ決済による納

付を行うことができ、現在、６つのアプリが利用できます。 

次に、②の質問についてお答えします。利点につきまして、これまで納付書で納

付される場合は、役場本庁や支所、あるいは金融機関での納付のみで、平日の昼間

しかできませんでしたが、コンビニが利用できることで曜日や時間に関係なく、い

つでも納付が可能となりました。また、スマホアプリ決済については、自宅などに

いながら、アプリを使って簡単に納付できるという利点があります。令和２年７月

豪雨によって、みなし仮設への転居など、町外への居住を余儀なくされた方につい

ても、コンビニやスマホアプリにより納付の手間が軽減できることで、生活支援の

一つになっているのではと考えております。 

次に、③の質問についてお答えします。周知につきましては、令和４年度開始時

に４月のまちだよりと広報あしきた及びホームページに掲載し、令和５年度にも同

じく、４月の広報あしきた及びホームページへの掲載を行い、広く周知をするとと

もに、各業務において納付書発送の際、コンビニ収納等ができる旨のお知らせの同

封等により、個別の周知も図っております。 

○議長（宮内道則君） 楠原君。 

○２番（楠原清照君） ありがとうございます。 
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それではですね、通告書１について、再質問をいたします。商工観光課長にお尋

ねいたします。一部答弁にもありましたけれども、現在、芦北海浜総合公園及び御

立岬公園には、どのような施設が整備されているのか、改めてお尋ねします。 

○議長（宮内道則君） 釜商工観光課長。 

○商工観光課長（釜 辰信君） お答えします。 

芦北海浜総合公園につきましては、ローラーリュージュをはじめ、ゾーブ１・２、

スケートパーク、子供の城などの、家族で楽しめる施設が充実しております。御立

岬公園につきましては、マリンハウス、ミニログハウスの宿泊施設をはじめ、キャ

ンプ場、温泉センター、海水浴場、ゴーカート場、釣りランドなど整備されており、

総合的なレジャー施設となっております。 

○議長（宮内道則君） 楠原君。 

○２番（楠原清照君） 小田浦の松ヶ崎に県事業で整備された砂浜は、海水浴場として

使用されていないようですけれども、現在はどうなっていますか。 

○議長（宮内道則君） 釜商工観光課長。 

○商工観光課長（釜 辰信君） 松ヶ崎は、田浦港海岸施設であり、海水浴場として供

用はしておりません。昨年度、地元漁協、地域住民への説明を実施し、御理解をい

ただき、今年度から民間事業者によるフィッシングシーカヤックなどのマリンスポ

ーツが行われ、有効活用が図られることとなっております。 

○議長（宮内道則君） 楠原君。 

○２番（楠原清照君） ありがとうございます。 

海水浴場周辺でですね、営業する地元の民間業者との連携強化や、新たに民間業

者を誘導する考えはございませんか。 

○議長（宮内道則君） 釜商工観光課長。 

○商工観光課長（釜 辰信君） 鶴ヶ浜海水浴場は、以前から営業されている地元事業

者の方々に、芦北海浜総合公園が込み合っている時期など、駐車場を利用させてい

ただくなど、協力をいただいております。今後も引き続き、連携強化を図ってまい

ります。 

また、御立岬公園につきましては、芦北町御立岬公園条例施行規則の一部を改正

を行い、芦北町漁業協同組合、芦北町商工会、芦北町観光協会に所属する事業者が

幅広く出店できるようになり、今後も連携を図ってまいります。 

○議長（宮内道則君） 楠原君。 

○２番（楠原清照君） 次の質問に行きます。 

海水浴場の砂浜等のですね、さらなる徹底清掃により、安全で衛生的かつ景観レ

ベルの高い海水浴場とする考えはございませんか。 
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○議長（宮内道則君） 釜商工観光課長。 

○商工観光課長（釜 辰信君） 観光レベルの高い海水浴場になるよう努めてまいりま

す。 

○議長（宮内道則君） 楠原君。 

○２番（楠原清照君） 訪日外国人ですね、訪日外国人旅行者をターゲットとして、誘

客を図る考えはございませんか。 

○議長（宮内道則君） 釜商工観光課長。 

○商工観光課長（釜 辰信君） 訪日外国人旅行客の誘客については、ＴＳＭＣの進出

をきっかけに、９月から阿蘇くまもと空港と台北を結ぶ国際定期路線が就航するこ

とから、台湾などからの観光客をターゲットに、町内に進出したＩＴ企業と連携し、

外国語や海外ＳＮＳで情報発信を検討していこうと考えております。 

○議長（宮内道則君） 楠原君。 

○２番（楠原清照君） 御答弁、ありがとうございました。 

今回質問した件につきましてはですね、令和２年８月策定の第７次水俣芦北地域

振興計画基本構想と、令和５年度実施計画にもしっかり書き込まれておるところで

ございます。本振興計画は、昭和５３年の閣議了解に基づき、翌昭和５４年から第

１次の振興計画が始まっており、現在に至っているわけでございますが、その間、

様々な課題が基本理念や基本目標に定められてまいりました。そして、最新の第７

次振興計画の基本理念は、地域の資源を活用し、環境と共生する持続可能な地域づ

くりとなっており、基本目標、いわゆる重点施策でございますけれども、これは不

知火海を活かした地域の活力と魅力の向上とされているわけでございます。 

また、具体的な事業として、御立岬公園の再整備やあしきたマリンパーク構想も

掲げられているようでございます。きしくも先月、５月２４日の熊日朝刊１４面で、

「芦北町旧年金保養施設解体へ０５年閉鎖、民間と連携一体整備」という見出しの

記事が掲載されていました。また、６月９日の熊日朝刊２面では、「芦北町マリン

パーク再整備へ、民間からアイデア公募、既存施設のすみ分け課題」という見出し

で、写真付き記事が掲載されていました。切り抜いてですね、定規で測ってみたら、

縦２１.３センチ、横２４.５センチもありました。このように大きな記事で、それ

も２面の掲載だったわけです。これだけ大きく内容も詳しく掲載されておりますの

で、本日の一般質問の１の③は要らなかったともいえるわけでございますけれども、

それはともかく、このように世間からも注目を浴びておることは大変結構なことで

ございまして、これらをバネに町のさらなる活性化のため、今後の観光振興を期待

したいと思います。 

観光振興による地域活性化とは、簡単に言えば、まずは町のイメージアップを図
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るとともに、経済的効果や雇用の確保などを期待することだと思うわけです。確か

に、施設整備を進め、有機的な連携を強化し、それが成功すれば、そこにお金が落

ちるでしょうし、雇用も確保できるわけです。また、そうなれば、自然に町内民間

業者や飲食店などが恩恵を受けることとなりますけれども、肝要なのは、その施設

整備による波及効果を末端までしっかり面と線でつながるよう、仕組みとして組み

込んでほしいのであります。少なくともそのような幅広い視点を忘れずに取り組ん

でいただきたいと思います。観光振興を町民に理解してもらうためには、理想を言

えば、その経済効果が町の隅々に浸透し、少しでも町民が豊かになった、活気が出

てきたという実感が必要だろうと思うからです。 

町長のお考えをお願いいたします。 

○議長（宮内道則君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） お説のとおりでありまして、これからも担当課との協議はもち

ろんでありますが、町内あるいは県、そういったところからのですね、アドバイス

とか、あるいは連携とか、さらに強化してまいりたいと思います。 

水俣芦北地域振興計画につきましては、発足した当初は芦北町の総合計画の中か

ら抜粋する、いわばもうカーボンコピーみたいな状況でございまして、しかし今は

もう先ほどのお話のように、環境も変わってまいりました。地域資源、あるいは関

係人口をどう増やしていくかというですね、ことにシフトされておりますのでです

ね、今後はしっかりと特性を生かした取組を。県民の方々にですね、芦北町のイメ

ージを聞きますと、海と言います。１５キロの海岸線があるわけですが、扇の要の

部分なんです。ですから、狭いところなんですが、しかしイメージとしては海とい

うことでありますので、そういう思い、期待というものとマッチするようにしっか

り取り組んでいきたいと思います。 

○議長（宮内道則君） 楠原君。 

○２番（楠原清照君） ありがとうございました。 

引き続き、通告書２について再質問いたします。 

税務課長にお尋ねいたします。税等のコンビニ収納の対象者とは、一般的にどう

いう人々になりますか。 

○議長（宮内道則君） 佐竹税務課長。 

○税務課長（佐竹貴幸君） お答えします。 

対象となる方は、口座振替や特別徴収以外の、いわゆる納付書で納められている

方々で、納付書記載の１期分、あるいは１月分などの金額が３０万円を超えない方

が対象となります。 

○議長（宮内道則君） 楠原君。 
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○２番（楠原清照君） そもそもですね、町税等のこのコンビニ収納やキャッシュレス

決済はどのようなシステムとなっているのか教えてください。 

○議長（宮内道則君） 佐竹税務課長。 

○税務課長（佐竹貴幸君） コンビニ収納を行うに当たり、町は収納業務を収納代行業

者に委託しております。住民の方が納付書でコンビニやスマホアプリ決済により納

められた場合、納付された町税等について、代行業者が取りまとめ、町の指定金融

機関の町口座へ入金します。また、コンビニ等で納付されてから、実際に町口座に

入金されるまでの間の収納情報は、代行業者から速報としてデータ送信されること

となっており、納付があっていることを確認できるシステムとなっております。 

○議長（宮内道則君） 楠原君。 

○２番（楠原清照君） ありがとうございます。 

県内自治体の導入状況はどうなっていますか。 

○議長（宮内道則君） 佐竹税務課長。 

○税務課長（佐竹貴幸君） 総務省が令和４年７月１日時点で全国自治体のコンビニ収

納等の導入状況調査を行っておりまして、それによりますと、熊本県は県内４５市

町村中、コンビニ収納を導入している自治体が２１団体、スマホアプリ決済を導入

している自治体が１８団体となっております。 

○議長（宮内道則君） 楠原君。 

○２番（楠原清照君） 令和４年度のですね、コンビニ収納等の実績を教えてください。 

○議長（宮内道則君） 佐竹税務課長。 

○税務課長（佐竹貴幸君） お答えします。 

令和４年度に実施しております住民税の普通徴収、固定資産税、軽自動車税の３

税合計の収納実績は、コンビニ収納が４,６９４件、スマホアプリ決済が４１７件、

合計５,１１１件で、納税者の約１割の方が利用いただいていると推計できます。 

○議長（宮内道則君） 楠原君。 

○２番（楠原清照君） ありがとうございます。 

それでは、この質問２をまとめてみたいと思います。 

昔はですね、各地区に納税組合というものがありまして、組合で税を集金し、一

括納付をしていました。そして、１％ですか、そこらの奨励金が組合に出ますので、

地域のために使っていたわけです。でも、今考えますと、各世帯や個人の税額はば

ればれでですね、今や完全にアウトなシステムでございました。ただ、だからこそ

納税率といいますか、徴収率は高かったようでございます。 

今回は、コンビニ収納とキャッシュレス決済の利便性につきまして、いろいろお

尋ねしましたけれども、税に限っていえば、結局、納付書による現金納付から口座
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振替へ切り替えていただくことが最も望ましいけれども、しかし一方で現金納付の

方に対しては、コンビニ収納やキャッシュレス決済を要し、納付場所や納付時間に

便宜を図ることで、結果として徴収率も上がるんだというシステムということを理

解させていただきました。 

また、住民票のですね、コンビニ収納に関する費用も確か補正予算で計上されて

いるようでございます。また、今回は質問に出てきませんでしたけれども、町施設

の使用料などについてもキャッシュレス化されているようでございます。世の中、

どんどん進んで便利になり、結構なことでございますけれども、このような時代の

流れに疎い高齢者の皆様には、しっかり趣旨を周知して、混乱を招かないよう御配

慮方お願いしておきたいと思います。 

町長の御所見をお願いいたします。 

○議長（宮内道則君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） それもお説のとおりでございまして、現在、芦北町ではＤＸ推

進協議会を結成しておりまして、これが今、実動、機能しておるわけでありまして、

関係機関の方々にお尋ねしますと、熊本県の自治体でもこのＤＸ化推進については

先を行っておるということでございますので、各課もですね、日常の業務に加えま

して、全て各課がアイデアを出し合って、ＤＸはもう全ての事務に通ずるわけであ

りますので、今、御提言がありました件につきましても、その範疇に入るわけでご

ざいますので、時々刻々、本町も改革が推進されていくものと確信しております。 

○議長（宮内道則君） 楠原君。 

○２番（楠原清照君） よろしくお願いしておきたいと思います。 

それでは、質問３の再質問を行います。 

これはスポーツ・文化振興課長にお尋ねいたします。スポーツ大会の参加者はど

のように推移していますか。また、答弁であった１２種目とは、具体的にどういう

種目ですか。お尋ねいたします。 

○議長（宮内道則君） 岡田課長。 

○スポーツ・文化振興課長（岡田謙治君） お答えいたします。 

平成２８年度は２,６５８人、平成２９年度は２,５８９人、平成３０年度が１,

６１０人、この減につきましては陸上競技大会が雨天中止だったためでございます。

令和元年度が２,５４３人、令和２年、３年度はコロナにより中止をしております。

令和４年度につきましては８４４人となっております。この減につきましても、コ

ロナによりまして、水泳、ビーチボールバレー、陸上が中止となっております。ま

た、実施の種目は、グラウンドゴルフ、ゲートボール、卓球、バドミントン、クレ

ー射撃、ソフトボール、水泳、軟式野球、ゴルフ、ビーチボールバレー、バレーボ



－ 25 － 

ール、陸上競技の１２種目となっております。 

以上です。 

○議長（宮内道則君） 楠原君。 

○２番（楠原清照君） ありがとうございます。 

次に、各種目のですね、運営はどのようになっているのかお尋ねいたします。 

○議長（宮内道則君） スポーツ・文化振興課長。 

○スポーツ・文化振興課長（岡田謙治君） 各種目におきましては、各種目協会が運営

をしております。ただし、陸上競技のみ役場職員で運営をしております。 

○議長（宮内道則君） 楠原君。 

○２番（楠原清照君） 秋の陸上競技大会の出場選手の状況を教えてください。 

○議長（宮内道則君） スポーツ・文化振興課長。 

○スポーツ・文化振興課長（岡田謙治君） 平成２８年度が１,０５４人、平成２９年

度が９８２人、平成３０年度につきましては雨のため中止をしております。令和元

年度が９７３人となっております。令和２年度から４年度までは新型コロナの影響

により中止をしております。 

以上です。 

○議長（宮内道則君） 楠原君。 

○２番（楠原清照君） この秋の陸上競技大会では、地域スポーツ協会関係者からです

ね、選手を集めるのが大変になったという声も聞かれますけれども、どのように認

識しておりますか。 

○議長（宮内道則君） 岡田スポーツ・文化振興課長。 

○スポーツ・文化振興課長（岡田謙治君） 地域によりましては、学年や年代の選手が

いないことがございますが、申し合わせを行い、全地域協会がエントリーできるよ

う配慮して実施をすることとしております。 

以上です。 

○議長（宮内道則君） 楠原君。 

○２番（楠原清照君） スポーツの振興によるまちづくりの成果を上げるため、どのよ

うな支援を行っておりますか。 

○議長（宮内道則君） 岡田スポーツ・文化振興課長。 

○スポーツ・文化振興課長（岡田謙治君） 団体・個人に対しまして、スポーツ振興事

業補助金を交付しております。各社会体育クラブへ補助金を交付し、会場使用料な

ど、経済的な負担の軽減を図り、競技の継続につなげております。ほかにも国際大

会や全国大会等の出場者へ補助を行っており、令和４年度は国際大会、全国大会出

場者延べ５５名、九州大会出場者延べ１３４名に対し交付をいたしました。 



－ 26 － 

以上です。 

○議長（宮内道則君） 楠原君。 

○２番（楠原清照君） それでは、成果があった具体的な事例を教えてください。 

○議長（宮内道則君） 岡田スポーツ・文化振興課長。 

○スポーツ・文化振興課長（岡田謙治君） ２０１２年ロンドンオリンピック、バドミ

ントン競技銀メダリストの藤井瑞希選手をはじめ、近年では空手道の国際大会で活

躍の釜つばさ選手、陸上競技の井川龍人選手など、日本代表クラスのトップレベル

の選手が出てきております。ほかにも、相撲、新体操、ボクシング、カヌーなど、

全国大会で上位に入賞する選手が出ており、今後のさらなる活躍に期待していると

ころです。 

なお、令和４年度の実績としまして、釜つばさ選手が世界ジュニア＆カデット、

アンダー２１空手道選手権第３位のほか、ＪＫＡあしきたジュニア新体操クラブの

新体操選手権での第２位、ＪＫＡあしきたトレジャー相撲クラブのわんぱく相撲で

の第２位、小学生相撲優勝大会での第３位など、全国大会の上位入賞者１９人、九

州大会の入賞者１７人と、その成果が出ております。また、一昨日の大会ですが、

釜つばさ選手が、全世界から約５０カ国４００人の選手が集結しました空手ワンプ

レミアリーグ２０２３年福岡大会で、見事、銀メダルの成績を収めております。 

以上です。 

○議長（宮内道則君） 楠原君。 

○２番（楠原清照君） ありがとうございます。 

大会誘致などの実績を教えてください。 

○議長（宮内道則君） 岡田スポーツ・文化振興課長。 

○スポーツ・文化振興課長（岡田謙治君） 令和４年度実績でいいますと、１０月にプ

ロボクシングの火の国ファイティング、１,５００人の来場です。１２月に大相撲

芦北場所２,４００人の来場者です。町外から多くの観衆を集めたところでござい

ます。以前には、同様に大相撲芦北場所やプロボクシングの世界タイトルマッチ、

新体操の日本代表合宿、バレーボールのＶリーグなど誘致しており、関係人口の増

加に大きく寄与したものと考えております。 

以上です。 

○議長（宮内道則君） 楠原君。 

○２番（楠原清照君） ありがとうございました。 

芦北町スポーツ協会規約第３条では、その目的として次のようにうたわれており

ます。本会は、芦北町のスポーツを振興し、町民の体力の向上を図り、スポーツ精

神を養成し、健全なスポーツを通して町民相互の親睦を図り、明朗なまちづくりに
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寄与することを目的とするとあるわけです。現在、このように明確にその目的はう

たわれております。したがって、本規約第３条に掲げる目的を達成するため、しっ

かり活動しなくてはならないと思うわけです。であるならば、特に秋の陸上競技大

会は、記録会、競技会という側面もありましょうが、町民の親睦というもう一つの

大きな目的を背負っているのではないかと思います。ということは、親睦を深める

ためには、やはり集まって楽しんでもらわなければならないと思うのであります。 

実は、本難題を生成ＡＩ、すなわち人工知能であるチャットＧＰＴに試しに聞い

てみました。地域スポーツ大会を活性化するためにはどうしたらよいのかという質

問です。すると、答えは箇条書きで出てきたわけです。１広報の充実、２学校との

連携、３各種イベントの開催、４賞金・賞品の設定、５地域コミュニティの支援と

いうものです。この箇条書き見出しの下にですね、それぞれ解説が付いておりまし

たが、時間の都合もありますので、ここでは割愛いたします。 

このように、ＡＩというものは、一般的な課題を無難に整理する能力があるよう

でございまして、このようなことも多少は参考にはなろうかと思います。とにかく、

いろいろやってみるしかないのではないかと思うわけです。例えば、新たな取組と

して、個別競技でいいますと、ローラーリュージュやｅスポーツの正式競技種目化

や、秋の陸上競技大会では小中学生の種目によってはですね、学校対抗にしてもい

いのではないかとも思うわけです。また、広報あしきたに１～２ページ、スポーツ

コーナーを常設し、情報発信を強化してもいいかも知れません。どんどん進行する

人口減少やコロナ等もあって、大変なことは重々承知しておりますけれども、これ

を機に今後の方針の明確化やお取組の強化をお願いしておきたいと思います。 

町長、最後になりますけど、一言お願いいたします。 

○議長（宮内道則君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） スポーツの振興によるまちづくりは、県下でも、あるいは全国

でもですね、稀有な取組であると、私は思っておるところでありまして、ただ、そ

の成果を出すには、やっぱり２年、３年では出ないと、最低１０年はかかるという

ことで取り組んでまいりましたが、１０年を過ぎる頃から、ただいま課長が答弁し

たような成果を帯びつつございます。もちろんスポーツというのはもとより個人で

楽しむ、あるいはコミュニケーションを図る場、健康を増進する、いろんな意味が

あるわけでありますが、ただ時代とともにですね、少しずつその理念というものが

変化してきているように思います。というのが、趣味、娯楽、あるいは余暇時間の

過ごし方がですね、実に多様化してしまっておるんですね。それと、人口は減って

おるけども、世帯数は増えるとか、減らないとかですね、そんな傾向もございまし

て、かつてのこの体育協会ができた頃とは随分変わっておるということであります
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ので、時代のニーズに合うような取組が必要であると。 

ただいま御提言いただきましたｅスポーツ、これはもうすでに取組を指示してお

りまして、芦北町でもメッカを目指して頑張るということでやっております。ロー

ラーリュージュにつきましては、スポーツ協会にですね、入れるような組織づくり

をして、そして娯楽というか、娯楽も兼ねて、そういう競技大会を開いたらどうか

ということもですね、提案としては出ております。私もｅスポーツ、経験しました。

面白いです。やろうじゃありませんか。そういうことで、そういう姿勢で取り組ん

でまいりますので。 

○議長（宮内道則君） 楠原君。 

○２番（楠原清照君） ｅスポーツのできた暁には町長と対戦をさせていただきたいと

思います。 

これで、質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（宮内道則君） これで、楠原君の質問が終わりました。 

次に、百田君。 

ただいま、ハワイ島の皆さんが退場されます。皆さん、拍手でお送りください。 

［拍 手］ 

○議長（宮内道則君） どうもすみません。ありがとうございました。心からお礼申し

上げます。 

○１番（百田翔吾君） 皆様、おはようございます。百田翔吾でございます。 

来月で令和２年７月豪雨災害から３年が経ちます。町の復旧・復興は、着実に一

歩一歩進んでおり、被災当初から今日に至るまで、町民の皆様、町執行部の皆様を

はじめ、多くの皆様のお蔭さまで復旧・復興が進んでいることに、改めてここに感

謝したいと思います。 

そして、私自身、４月で議員２年目に突入しました。町民の皆様、先輩議員の皆

様、町執行部の皆様に、日々、御指導・御協力いただき、議員活動に邁進できてい

ることに、重ねて感謝しつつ、議長及び町執行部への事前通告に基づき、本日は１

つの主題について質問いたします。 

主題１、アフターコロナにおける商工業の振興について質問します。新型コロナ

ウイルス感染症は、世界中で猛威をふるい、長期にわたり市民生活や社会経済活動

に大きな影響を及ぼしました。この間、本町施策においても、さまざまな取組、支

援が実施されてきました。我慢我慢の約３年間から、ようやく先月、新型コロナウ

イルス感染症が５類感染症へと引き下げられました。まだ完全収束とは至りません

が、コロナ禍前の光景があちこちで見られるようになってきたことは、とてもうれ

しく感じるものです。 
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そこで、主題１の①コロナ禍において、本町として商工業者に対してどのような

施策を行ってきたのか。また、その効果はどうであったか、質問します。 

次に、主題１の②実施した施策及びその効果を踏まえ、アフターコロナに向けて

どのような施策が必要と考えているのか、質問します。 

以上、主題１つ、壇上での１回目の質問を終えます。 

○議長（宮内道則君） 百田君の１回目の質問が終わりました。答弁を求めます。竹﨑

町長。 

○町長（竹﨑一成君） 百田議員の質問にお答えいたします。具体的な内容となります

ので、担当課長から答弁させます。 

○議長（宮内道則君） 釜商工観光課長。 

○商工観光課長（釜 辰信君） 質問の主題１、①についてお答えします。 

町内の商工業者は、令和２年初頭からの新型コロナウイルス感染拡大、さらに令

和２年７月豪雨災害に見舞われ、二重の困難に直面しました。このような状況の中、

商工会と連携し、災害からの復旧・復興事業とあわせて、商工業者の支援をしてま

いりました。支援の内容につきましては、予算を議員の皆様に審議していただき、

その都度、広報紙やホームページに掲載しておりましたので、すでに御存じのこと

とは思いますが、町独自の支援として、国と県の支援金等に対する上乗せ補助、５

年間の利子補給補助、飲食店やタクシーの応援クーポン券、家賃等支援金など、切

れ目なく事業継続支援を実施してきました。 

また、ウィズコロナやアフターコロナに向けて、新しい生活様式ビジネス展開補

助金、中小企業者等持続化補助金により、店舗内の感染対策やテイクアウト対応な

どの支援、キャッシュレスキャンペーンなどを実施いたしました。その結果、コロ

ナウイルスの影響による廃業は確認しておりません。創業者も増加傾向にあります。 

②についてお答えします。引き続き、商工業者が時代のニーズに対応した事業展

開や、販路拡大などに支援を行ってまいります。また、サテライトオフィスに進出

したＩＴ企業と地域の企業が連携することにより、地域のＤＸ推進を図りながら、

商工業者の業務効率化や情報発信力の向上につなげていきたいと考えております。 

○議長（宮内道則君） 百田君。 

○１番（百田翔吾君） 再質問いたします。 

令和２年度から４年度におけるコロナ禍に関連した商工業支援総額はどれぐらい

になりますか。 

○議長（宮内道則君） 釜商工観光課長。 

○商工観光課長（釜 辰信君） 災害支援を含めて、令和２年度から４年度まで、総額

２億８,５７０万円になります。 
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○議長（宮内道則君） 百田君。 

○１番（百田翔吾君） このコロナ禍における商工業の支援に当たりましては、国・県

の支援なくしてできない数字だと思います。有難い限りでございます。町長をはじ

め、町執行部の皆様におかれましては、国・県施策において、本町で活用できるも

のはフルで活用できるよう、引き続き動向を注視し、時には要望することを改めて

お願いしたいと思います。 

また、令和２年度以降、厳しい経済状況が続く中で、コロナ禍の影響での廃業は

なく、創業者が増加傾向という答弁でございましたが、令和２年度以降の新規創業

者数はどれぐらいになりますか。また、その要因は何だと考えていますか。 

○議長（宮内道則君） 釜商工観光課長。 

○商工観光課長（釜 辰信君） 令和２年度から現在まで、合計２３件となっています。 

要因としては、町独自の中小企業者等持続化補助金により、最大１５０万円の創

業補助を行っており、商工会と連携により、きめ細かい創業支援ができたことによ

るものだと考えております。 

○議長（宮内道則君） 百田君。 

○１番（百田翔吾君） この経済苦の世の中で、新型コロナウイルス感染症の影響によ

る廃業がないことは、商工業者の我慢と努力、そして本町の支援施策の賜だと思い

ます。しかしながら、まだ先の読めない状況は続いていきます。 

町内外の消費者から好評だった本町施策の一つに、芦北町キャッシュレスキャン

ペーンがあります。本町として、この施策の効果はどう考えていますか。また、キ

ャッシュレス決済導入事業者の声も含めてお答えください。 

○議長（宮内道則君） 釜商工観光課長。 

○商工観光課長（釜 辰信君） お答えします。 

加盟店舗数が延べ１００事業所増加しております。決済額が約４倍、利用件数で

約２.５倍となっております。また、町外利用者の割合が半数以上となっており、

町外からの呼び込みの効果が高くなりました。 

導入事業者からは、支払い手数料がかかるといった声もありましたが、町内外か

らの来客があり、売上が伸びたという声も多くありました。 

○議長（宮内道則君） 百田君。 

○１番（百田翔吾君） この施策の効果も踏まえてですね、今年度のキャッシュレスキ

ャンペーンの実施計画はございませんか。 

○議長（宮内道則君） 釜商工観光課長。 

○商工観光課長（釜 辰信君） お答えします。 

これまでのキャッシュレスキャンペーン事業は、国の地方創生臨時交付金を活用



－ 31 － 

して実施してまいりました。今後、活用できる交付金等の支援があれば、是非検討

していきたいと考えております。 

以上です。 

○議長（宮内道則君） 百田君。 

○１番（百田翔吾君） 次に、芦北町プレミアム付商品券発行補助金事業についてです

が、本町としての施策効果はどう考えていますか。 

また、今年度の計画も併せて教えてください。 

○議長（宮内道則君） 釜商工観光課長。 

○商工観光課長（釜 辰信君） お答えします。 

プレミアム付商品券は、町内店舗での使用に限られておりますので、町内におけ

る消費活性化につながっていると考えております。 

今年度は、７月３日から１２月３１日まで、昨年と同様、１割もうかる券として

総額２億円を販売する予定です。 

以上です。 

○議長（宮内道則君） 百田君。 

○１番（百田翔吾君） こちらのですね、施策も町民の方からも好評の声を多くいただ

きます。予算の総額の、今年上乗せや、今年以降の予算総額上乗せは厳しいもので

しょうか。 

○議長（宮内道則君） 釜商工観光課長。 

○商工観光課長（釜 辰信君） 今のところ、考えておりません。 

○議長（宮内道則君） 百田君。 

○１番（百田翔吾君） キャッシュレスキャンペーンとプレミアム付商品券施策は、物

価高騰の中において、多くの町民、消費者にとっては、とても助かるものでしたの

で、引き続きの消費者への支援を町にはお願いしたいと思います。 

さて、台湾の世界的半導体企業ＴＳＭＣ及び関連会社が、熊本県の県北地域に進

出してまいります。芦北町への直接的な経済波及効果はないであろうという執行部

答弁が以前あったと思いますが、芦北町にはサテライトオフィスを活用したＩＴに

関する企業誘致が芦北町でも進んでいます。現在の芦北町サテライトオフィスの入

居状況を教えてください。 

○議長（宮内道則君） 釜商工観光課長。 

○商工観光課長（釜 辰信君） お答えします。 

計石・田浦のサテライトオフィスには、合計１８区画のうち、現在９社のＩＴ企

業と立地協定を結んでおります。また、その他業種３社が入居し、合計で１２区画

が埋まっております。 
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以上です。 

○議長（宮内道則君） 百田君。今のはちょっと質問のですね、ちょっと内容から外れ

るところがありますので、注意してお願いいたします。はい、どうぞ。 

○１番（百田翔吾君） こちらの企業誘致の件でございますけども、先ほどの答弁の中

にもありましたので、関連質問として私の中ではさせていただきました。 

引き続きですね、芦北町に進出してきたですね、ＩＴ企業のですね、事業内容を、

また地域住民、団体との提携概要について、提携がありましたという答弁がありま

したので、概要についても併せて教えてください。 

○議長（宮内道則君） 釜商工観光課長。 

○商工観光課長（釜 辰信君） お答えします。 

進出したＩＴ企業は、ウェブ制作、インターネット動画作成、ＳＮＳで広告、Ｅ

Ｃサイトの運用などを行っている企業でございます。 

町内においては、芦北高校と連携してクリエイティ部への講師の派遣や、計石地

区における防災監視システムの構築など、地域と連携を行っているところです。是

非議員さんもサテライトオフィスに足を運んで見てみてください。 

以上です。 

○議長（宮内道則君） 百田君。今、課長のほうから答弁がございましたけども、これ

もですね、通告内容にございませんので、関連質問ですね、これも注意してくださ

い。はい、どうぞ。 

○１番（百田翔吾君） はい。承知しました。 

こちらもアフターコロナに向けての施策が必要と考えているかという、私からの

質問に対しての、最初の回答の中で企業誘致という形で答弁の中にあったと思いま

す。そのさらに質問を重ねたいという意図だったんですけども、関連質問としては

認められないということで。 

○議長（宮内道則君） 関連質問に、前言いましたようにね、なりますので、内容をち

ょっと変えてください。 

○１番（百田翔吾君） はい。では、話を変えまして、最初の答弁の中に、地域のＤＸ

推進を図り、企業の業務効率化や情報発信を高めるとありました。具体的にどのよ

うなことが考えられますか。 

○議長（宮内道則君） 釜商工観光課長。 

○商工観光課長（釜 辰信君） お答えします。 

具体的には、地域の企業がデータ管理や注文処理、在庫管理など、業務をデジタ

ル化することで業務効率化につなげたり、ＳＮＳなどを活用して新たな顧客を獲得

したりすることが考えられます。今後、商工会やＩＴ企業と連携を深め、町内にお
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けるデジタル人材育成も是非進めていきたいと考えております。 

以上です。 

○議長（宮内道則君） 百田君。 

○１番（百田翔吾君） 地域ＤＸ推進はですね、一筋縄にはいかない課題ですが、まず

はですね、芦北町役場内で率先垂範すべきと考えます。先ほどの楠原議員の質問の

中でも、町長の答弁にありました。芦北町は他市町村と比べて進んでいるという答

弁でございましたが、よりですね、積極的に本町のリーダーとなって、先陣を切っ

てＤＸ推進に努めていただきたいと思います。 

今回の質問は、商工業者への支援に絞りましたが、多岐にわたる産業で、あらゆ

る継続的な支援が必要なことは言うまでもありません。今回の一般質問を実施する

ために令和５年度の芦北町施政方針や芦北町後期基本計画等、これからの芦北町ビ

ジョンを再度熟読しました。機を逃すことなく、施策を展開するとともに、ＤＸな

どの社会変革に適切に対応すると、令和５年度施政方針の結びにもありましたが、

アフターコロナにおける商工業の振興にも係る言葉であり、強く支持できるもので

す。 

最後に、竹﨑町長から、アフターコロナにおける商工業の振興について、改めて

一言、町民、商工業者に対して、一言お願いできますか。 

○議長（宮内道則君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） 全て商工観光課長が言いつくしましたので、そのとおりであり

ます。 

○議長（宮内道則君） 百田君。 

○１番（百田翔吾君） ありがとうございます。 

商工業の活性化が町のにぎわい、活気につながります。アフターコロナにおいて

も継続的かつ効果的な力強い支援を改めてここに要望し、質問を終わります。 

○議長（宮内道則君） 百田君の質問が終わりました。 

これで、一般質問を終了します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（宮内道則君） 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

本日はこれで散会します。 

御苦労様でした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午前１１時２１分 
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開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（宮内道則君） 皆さん、おはようございます。 

会議に入ります前に、本日は内野小学校６年生の児童の皆さんと引率の先生が、

社会科の授業の一環として、議会の傍聴に来られております。児童の皆さんは、短

い時間ですが、しっかりと芦北町議会の様子を見ていただき、勉強に役立ててくだ

さい。よろしくお願いいたします。 

[内野小学校 起立後一礼] 

○議長（宮内道則君） ありがとうございました。 

それでは、これより本日の会議を開きます。 

岡部君から欠席届が出ております。 

本日の日程は、お手元に配付しております議事日程のとおりであります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

第１ 報告第１号 一般会計の繰越明許費繰越計算書について 

○議長（宮内道則君） 日程第１、報告第１号「一般会計の繰越明許費繰越計算書につ

いて」を議題とします。 

本案について、報告を求めます。白坂企画財政課長。 

○企画財政課長（白坂達也君） 報告第１号、一般会計の繰越明許費繰越計算書につい

て、御説明申し上げます。 

令和４年度芦北町一般会計補正予算の第３号第２条及び第７号第２条の繰越明許

費は、別紙のとおり翌年度に繰り越しをいたしましたので、地方自治法施行令第１

４６条第２項の規定により、議会に報告するものでございます。 

次のページの表で御説明申し上げます。 

令和４年度芦北町繰越明許費繰越計算書です。この繰越事業につきましては、昨

年の９月議会及び本年の３月議会にて、各予算の中でそれぞれ繰越明許費として定

め、議決を得ているものでございます。 

款２総務費の住まい支援事業から、款１１公債費の繰上償還事業までの議決いた

だいた２５件、合計２１億４,６５４万７,０００円を翌年度へ繰り越しております。

財源内訳につきましては、国県支出金が１７億１,０５２万２,０００円、地方債は

３億６,５１０万円、その他は２,３９５万３,０００円、一般財源が４,６９７万２,

０００円となっております。 

主な繰越理由は、世界情勢や災害復旧に伴う資材不足等の影響により、年度内に

適正な事業実施期間の確保ができないもの、また国県の事業承認後の事業着手とな

り、適正工期が確保できないなどの理由のため繰り越したものでございます。 
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以上、御報告申し上げます。 

○議長（宮内道則君） 報告が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 質疑なしと認めます。 

これで報告第１号を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

第２ 報告第２号 農業集落排水事業特別会計の繰越明許費繰越計算書について 

○議長（宮内道則君） 日程第２、報告第２号「農業集落排水事業特別会計の繰越明許

費繰越計算書について」を議題とします。 

本案について、報告を求めます。平田上下水道課長。 

○上下水道課長（平田秀臣君） おはようございます。 

報告第２号、農業集落排水事業特別会計の繰越明許費繰越計算書について、御説

明いたします。 

令和４年度芦北町農業集落排水事業特別会計補正予算の第４号第２条の繰越明許

費は、別紙のとおり翌年度に繰り越しをいたしましたので、地方自治法施行令第１

４６条第２項の規定により、議会に報告するものでございます。 

次のページの表で説明いたします。 

令和４年度芦北町繰越明許費繰越計算書です。この繰越事業につきましては、今

年の３月議会にて予算の中で繰越明許費として定め、議決を得ているものでござい

ます。 

款１農業集落排水事業の芦北地区農業集落排水事業、施設更新事業１件、１億６,

８３９万９,０００円を翌年度へ繰り越しております。財源内訳は、国県支出金が

８,４１４万１,０００円、地方債は８,４１０万円、その他はなく、一般財源は１

５万８,０００円です。 

繰越理由は、新型コロナウイルス感染症等に伴う資材不足の影響のより、年度内

の工事完了がかなわず繰り越したものでございます。また、５月末までに完成して

おらず、完成に向け進捗をはかってまいります。 

以上、報告を終わります。 

○議長（宮内道則君） 報告が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 質疑なしと認めます。 

これで報告第２号を終わります。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

第３ 報告第３号 一般会計の事故繰越し繰越計算書について 

○議長（宮内道則君） 日程第３、報告第３号「一般会計の事故繰越し繰越計算書につ

いて」を議題とします。 

本案について、報告を求めます。白坂企画財政課長。 

○企画財政課長（白坂達也君） 報告第３号、一般会計の事故繰越し繰越計算書につい

て、御説明申し上げます。 

令和４年度芦北町一般会計における事故繰越しを別紙のとおり行いましたので、

地方自治法施行令第１５０条第３項の規定により、議会に報告するものでございま

す。 

次のページの表で御説明申し上げます。 

令和４年度芦北町事故繰越し繰越計算書です。この繰越事業につきましては、令

和３年の１２月議会にて繰越明許費として定め、令和４年６月議会にて繰越額を報

告し、令和４年度内に完了する予定で事業を進めてまいりましたが、熊本県が実施

する隣接工事箇所の工事遅延により、年度内の工事完了ができなくなったことから、

事故繰越しを行ったものでございます。 

なお、財源となります国庫補助につきましても、当該繰越がなされるよう協議済

みでございます。 

款１０災害復旧費の農地災害復旧事業及び農業用施設災害復旧事業に係る３,７

２７万４,３６９円を繰り越しております。令和４年度中に既に３億２,２６７万２

９３円の工事請負契約を締結しており、２億８,５３９万５,９２４円の支出が完了

しております。 

また、繰越に係る財源内訳は、国県支出金が３,６３９万２,１０４円、その他が

８１万６,６８６円、一般財源が６万５,５７９円となっております。 

以上でございます。 

○議長（宮内道則君） 報告が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 質疑なしと認めます。 

これで報告第３号を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

第４ 報告第４号 有限会社あしきたマリンサービスの経営状況の報告について 

○議長（宮内道則君） 日程第４、報告第４号「有限会社あしきたマリンサービスの経

営状況の報告について」を議題とします。 
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本案について、報告を求めます。釜商工観光課長。 

○商工観光課長（釜 辰信君） おはようございます。 

報告第４号、有限会社あしきたマリンサービスの経営状況の報告につきまして、

地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき議会に提出いたしましたので、そ

の内容を報告するものです。 

まず、令和４年度の決算報告について申し上げます。 

資料３ページをご覧ください。 

事業として、県立あしきた青少年の家の受託業務と、芦北海浜総合公園の管理運

営業務が行われています。県立あしきた青少年の家の利用者数は４万２４２人で、

新型コロナウイルス禍による団体予約のキャンセル等の影響を受けましたが、利用

制限が解除されたことにより、前年度比４８％増となっております。 

芦北海浜総合公園につきましても、令和３年１２月に災害復旧が完了したことに

より、利用者数は前年度比１万７,７４６人増の２万４,０４６人となりました。 

令和４年度の事業実績としましては、総売上高９,２８３万９,２２２円で、利用

者の増により前年度を上回る売上額を確保しています。利益につきましては、食材

費等の値上げの影響を受けましたが、当期経常利益は２６９万８１３円、当期純利

益は１９７万７,３１６円となっております。 

その他貸借対照表が４ページから、損益計算書が６ページに、７ページから販売

費及び一般管理費の計算内訳等、９ページに利益処分がございますので、ご覧くだ

さい。 

次に、今年度の事業計画について申し上げます。 

資料は１０ページからです。 

県立あしきた青少年の家の業務委託につきましては、ひとづくりＪＡＰＡＮネッ

ト・三勢共同体と５年間の契約を締結し、本年度は２期目となります。２か年にわ

たる県による大規模改修工事が終了し、館内トイレのウォシュレット化など、快適

な利用環境が整っています。 

また、食堂運営についても、新たなセルフサービス方式による食事提供方式を採

用するなど積極的な取組により、さらなる集客が見込まれることから、利用者数見

込みにつきましては、前年度比２万１,０００人増の６万１,０００人と見込まれて

います。芦北海浜総合公園におきましては、施設の魅力を最大限に発揮し、さらな

る誘客とサービスを充実させます。 

１１ページから収支計画書を記載しておりますので、ご覧ください。 

以上で、報告を終わります。 

○議長（宮内道則君） 報告が終わりました。 
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これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 質疑なしと認めます。 

これで報告第４号を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

第５ 報告第５号 有限会社御立岬の経営状況の報告について 

○議長（宮内道則君） 日程第５、報告第５号「有限会社御立岬の経営状況の報告につ

いて」を議題とします。 

本案について、報告を求めます。釜商工観光課長。 

○商工観光課長（釜 辰信君） 報告第５号、有限会社御立岬の経営状況の報告につき

まして、地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき議会に提出いたしました

ので、その内容を報告するものです。 

まず、令和４年度の事業報告について申し上げます。 

資料３ページをご覧ください。 

施設利用者の総数は前年度比９９.８％の２９万５７９人で、総売上高は前年度

比１０１.３％の２億４,７８０万４,０００円、経常利益はマイナス１,７１９万１,

０００円となりました。 

施設ごとの内訳は、公園利用者数８万９,４３１人、売上７,０３４万円、温泉セ

ンター利用者数６万４,９５２人、売上６,１９８万６,０００円、物産館利用者数

１０万７,５４７人、売上５,６４２万７,０００円、レストラン利用者数２万８,６

４９人、売上４,４６２万４,０００円、塩事業の売上は１,４４２万７,０００円と

なっております。 

経営面では、３年間の指定管理委託の２期目となり、引き続き利用料金制として

施設利用料が直接売上に反映されています。 

単年度赤字の要因として、オリーブの実証栽培への先行投資、また第２キャンプ

場オープンに伴う追加工事、消耗品購入に加え、新キャンプ場の営業開始が半年遅

れたことによるものです。 

なお、前期から利益余剰金４,７１０万４,０００円から当期損益分を差し引き、

余剰金は２,９９１万３,０００円となりました。 

公園事業につきましては、今後、目玉となる２つの事業を開始しました。１つ目

は、岬から始まるオリーブの里づくり事業です。芦北町と有限会社御立岬が連携し、

柑橘に次ぐ新たな作物として期待され、さらに６次産業化による観光振興につなが

るオリーブの実証栽培を開始いたしました。 

２つ目は、令和４年１０月にオープンした新キャンプ場です。空前のキャンプブ
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ームにより多くの来場者がありました。 

なお、貸借対照表が４ページに、損益計算書が５ページに、６ページから利益金

処分などの報告書がございますので、御確認ください。 

次に、本年度の事業計画について申し上げます。 

資料９ページからになります。 

全体的な事業計画としては、引き続き町の農業や観光の目玉となる事業と位置づ

け、オリーブの実証栽培に取り組むとともに、キャンプ場やマリンハウスへの宿泊

客が増加していることから、物産館や温泉、レーシングカートなど、各施設への波

及効果の増大を図ります。 

また、ＥＣサイトでの特産品などの販売促進と、効果的な情報発信に力を入れ、

相乗効果による集客や収益アップを目指します。 

公園課、温泉課では、既存の施設の管理運営を適正に行うとともに、各施設と連

携した営業戦略を展開します。 

物産館では、地元生産者との連携により、農作物の確保や仕入商品の強化を図り、

年間を通じてにぎやかな売り場づくりを目指すこととあわせ、オリジナル商品の開

発による販売拡大による集客力向上を図ります。 

１０ページに物産館事業部の収支計画、１１から１２ページに公園事業部の収支

計画を記載しておりますので、ご覧ください。 

御立岬公園及び物産館は、全体的に施設の老朽化が進んでおり、より一層の適切

な管理、計画的な修繕・改修を行うように指導し、公益性の高い公園や物産館とし

て、さらなる発展を図れるように助言を行ってまいります。 

以上で、報告を終わります。 

○議長（宮内道則君） 報告が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 質疑なしと認めます。 

これで報告第５号を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

第６ 議案第２９号 令和５年度芦北町一般会計補正予算（第３号） 

○議長（宮内道則君） 日程第６、議案第２９号「令和５年度芦北町一般会計補正予算

（第３号）」を議題とします。 

本案について、説明を求めます。白坂企画財政課長。 

○企画財政課長（白坂達也君） 議案第２９号、令和５年度芦北町一般会計補正予算

（第３号）について、御説明申し上げます。 
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今回の補正は、予算の総額に歳入歳出それぞれ２億６００万８,０００円を追加

し、総額を１４１億５,４１７万９,０００円とするものでございます。 

また、第２条で地方債の補正を計上しております。 

歳出から御説明申し上げます。 

予算書は１０ページをお願いいたします。 

款２総務費です。一般管理費の５４万円は、雇用保険料率改定に伴う雇用保険料

の増額です。 

企画費の７４５万１,０００円は、マイナポイントの申請期限延長に伴う会計年

度任用職員の雇用に係る節１報酬、共済費、旅費の合計４２万円と、ＮＨＫ公開番

組「民謡魂 ふるさとの唄」の公開収録に係る節７報償費、１０需用費、１２委託

料、１３使用料及び賃借料の合計６４５万７,０００円と、令和４年度のふるさと

応援寄附金のうち、カンボジア学校建設募金分に係る寄附金５７万４,０００円で

す。 

支所・出張所費の１３２万６,０００円は、職員の産休に伴う会計年度任用職員

による代替に係るものです。 

生活応援券費の１億４,９０４万５,０００円は、価格高騰の影響を受けている町

民の皆さんの生活を支援するために、１人５,０００円の生活応援券を全町民に配

付し、さらに低所得世帯については世帯人数に応じて５,０００円から２万５,００

０円を追加配付する事業に要する経費です。 

予算書は１１ページになります。 

戸籍住民基本台帳費の１４９万２,０００円は、住民票等のコンビニ交付サービ

スが令和６年２月開始としていたものの、令和５年１０月に開始できる見込みとな

ったために、前倒しで開始するための追加費用等です。 

款３民生費です。児童福祉総務費の３９万９,０００円は、保育所等の副食費の

国基準額が月額４,５００円から４,７００円に改定されることに伴い、町の基準額

も同様に改定するものでございます。 

児童館費の１０万８,０００円は、会計年度任用職員の異動に伴うものです。 

豪雨災害対策費の１０万円は、女島ゆめもやい緑地仮設団地の集約に伴う再建策

が未確定の居住者の引っ越し費用を町が負担するものです。 

予算書は１２ページになります。 

款４衛生費です。保健衛生総務費の１６万６,０００円は、会計年度任用職員の

異動に伴うものです。また、第４期芦北町健康づくり推進計画策定について、事務

費等の経費に対する交付金の事業採択を受けたことによる財源組替を行っておりま

す。 
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生活排水対策事業費の２７７万２,０００円は、農業集落排水事業特別会計への

繰出金です。 

飲料水供給施設費の４６６万６,０００円は、塩浸上組水道組合の既設水源の水

量不足に伴うボーリング費用に対する補助金です。 

款５農林水産業費です。農業振興費の２,００７万７,０００円は、大川内地区の

農業用機械導入に係る中山間農業モデル地区強化事業補助金５５５万３,０００円

と、受託事業に必要な農業用機械導入に係るくまもと土地利用型農業競争力強化支

援事業補助金４３４万２,０００円、農業任意団体の機械導入に係る攻めの園芸生

産対策事業補助金２６８万２,０００円及び認定新規就農者が経営発展のために取

り組む経営発展支援事業補助金７５０万円です。 

農道施設事業費の５４８万４,０００円は、令和４年７月豪雨により崩落した橋

を新たに設置するために補助金です。 

中山間地域等直接支払事業費の２５万６,０００円は、４集落の面積変更に係る

図面作成業務委託料です。 

予算書は１３ページになります。 

款６商工費です。観光費の１８万８,０００円は、会計年度任用職員の異動に伴

うものです。 

物産館管理費の９６万２,０００円は、物産館直売所エアコン室外機の故障に伴

う修繕料です。 

款７土木費です。住宅管理費の５４２万９,０００円は、ゆめもやい緑地仮設団

地を町営住宅として活用するための入居前の清掃委託料４２万９,０００円と、老

朽化した危険空き家の相談件数増加に伴う５００万円の増額です。 

款８消防費です。消防施設費の１０４万５,０００円は、旧宮浦公民館に近接し

ている消防格納庫の解体工事費です。 

款９教育費です。事務局費の１０万円は、奨学資金貸付事業特別会計への繰出金

です。 

小学校費、学校管理費の１２万円と、中学校費、学校管理費の１２万円は、会計

年度任用職員の異動に伴うものです。 

文化財費の６万８,０００円は、佐敷東の城跡調査検討委員の転職に伴う旅費の

増額です。 

図書館費の５０万円は、指定寄附に伴う図書購入費です。 

予算書は１４ページになります。 

体育施設費の３５９万４,０００円は、令和６年度の補助事業において、湯浦運

動公園の照明設備改修が実施できる見込みが立ったことに伴い、今年度設計業務を
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委託するものです。 

次に、歳入について御説明申し上げます。 

予算書は８ページをお願いいたします。 

款１３使用料及び手数料です。総務手数料は、住民票等のコンビニ交付の稼働開

始を４か月早めることに伴う手数料の組替えです。 

款１４国庫支出金です。総務費国庫補助金の１億４,０６０万８,０００円は、生

活応援券事業に充当します新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金１億

３,９６４万９,０００円、住民票等のコンビニ交付事業に充当しますデジタル田園

都市国家構想推進交付金５３万９,０００円とマイナポイント事業費補助金４２万

円です。 

土木費国庫補助金の２５０万円は、老朽危険空き家等除去促進事業に充当するも

のです。 

款１５県支出金です。総務費県補助金の３１０万円は、「民謡魂ふるさとの唄」

開催事業に充当する地域づくり夢チャレンジ推進補助金３００万円と、球磨川流域

復興基金１０万円です。 

農林水産業費県補助金の１,８７３万６,０００円は、くまもと土地利用型農業競

争力強化支援事業補助金４３４万２,０００円、攻めの園芸生産対策事業補助金１

３４万１,０００円、中山間農業モデル地区強化事業補助金５５５万３,０００円及

び経営発展支援事業費補助金７５０万円です。 

１７寄附金です。寄附金の６０万円は、図書購入費に充当する５０万円と、奨学

資金貸付事業特別会計繰出金に充当する１０万円の指定寄附金です。 

予算書は９ページになります。 

款１８繰入金です。ふるさと応援寄附金繰入金の５７万４,０００円は、カンボ

ジア学校建設寄附金に充当するものです。 

災害復興基金繰入金の３４５万７,０００円は、「民謡魂ふるさとの唄」開催事

業に充当するものです。 

款１９繰越金は、最後に説明いたします。 

款２０諸収入です。雑入の１４６万３,０００円は、雇用保険個人負担金の２５

万２,０００円と、保健衛生総務費の組替財源となる人生１００年時代づくり地方

創生ソフト事業交付金１２１万１,０００円です。 

款２１町債です。農林水産業債の５２０万円は、農道新設改良事業補助金に充当

するものです。 

教育債の３４０万円は、湯浦運動公園照明施設改修設計業務に充当するものです。 

最後に、款１９繰越金です。歳入歳出不足額２,６３７万円に対し、前年度繰越
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金を充当するものです。 

予算書は４ページになります。 

第２表地方債補正について、御説明申し上げます。新たに体育施設整備事業３４

０万円を追加し、農業振興事業は５２０万円増額し、４,７７０万円とするもので

す。利率や償還方法等は表に記載のとおりです。 

なお、１５ページに地方債の現在高の見込額に関する調書を添付しております。 

以上で、説明を終わります。 

○議長（宮内道則君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。川尻君。 

○１０番（川尻成美君） 女島仮設住宅の件が２本出ておりますけども、１点は民生費

ですかね、女島ゆめもやい緑地仮設団地引越委託料というのがありますけども、何

名かおられると思いますけども、何名だろうかなというふうに思います。住まれる

方もおられるようでございますので、具体的に分かれば、今新たな災害住宅も着々

と竣工中でありますので、お願いしたいと思います。 

２点目は、土木費の中で、清掃委託料というのがありましたけども、これは引っ

越す際の委託料かなというふうに思いますので、これもちょっと具体的にお願いし

たいと思います。 

○議長（宮内道則君） 池田福祉課長。 

○福祉課長（池田康浩君） それでは、御質問に御説明申し上げます。 

まず、女島ゆめもやい緑地仮設団地引越委託料１０万円につきましては、１世帯

の対象でございます。こちらにつきましては、公共事業関係でこの世帯は長期避難

世帯となっておりますけども、５年度中に再建できない方を集約するという形で引

っ越し費用を計上させていただいております。 

○議長（宮内道則君） 鎌倉建設課長。 

○建設課長（鎌倉博之君） お答えします。 

女島住宅清掃委託料の内訳でございますけれども、今ありました仮設団地を１０

戸を集約いたします。その中で１軒はそのままそこに住んでいらっしゃる方という

ことでございますので、９軒分の清掃委託料ということになります。ですから、新

たにそこに集約いたしますので、そこの９軒分、１０軒のうち９軒分の清掃委託料

ということになります。 

以上でございます。 

○議長（宮内道則君） ほかに質疑ありませんか。坂本君。 

○５番（坂本 登君） 生活応援券事業補助金について、もう少し詳しくお聞きいたし

ます。これ、国の臨時交付金を充てたという説明がありました。町民にとって恩恵
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がある事業だと思うんですが、手続きと、またどういう世帯、どういう人に、全町

民なのか、それとも先ほど低所得者という説明もありましたが、そこを分かりやす

くですね、どういう対象とか、どういう手続きによって振り込まれるのか、どうい

う品物なのかというのを、分かりやすく説明していただきたい。 

○議長（宮内道則君） 白坂企画財政課長。 

○企画財政課長（白坂達也君） まずですね、全町民、町民の方全てに一人５,０００

円ずつの生活応援券を交付するというのが一つでございます。それに加えまして、

議員さんおっしゃいましたけども、低所得者ということで、町民税非課税世帯を対

象にですね、その世帯の人数に応じて５,０００円から２万５,０００円を追加して

交付するというものでございます。 

手続きにつきましては、まず全世帯にですね、１人、人数分の応援券を配付をい

たします。その際に、低所得者と思われるその方、該当する方々につきましては、

申請書をその同封して配付いたしまして、その申請書を出していただくというとこ

ろで考えております。 

○議長（宮内道則君） 坂本君。 

○５番（坂本 登君） 世帯に配付するのはいつから、議会が終わればすぐ始まるんで

すか。いつからですか。 

○議長（宮内道則君） 白坂企画財政課長。 

○企画財政課長（白坂達也君） 印刷等の準備もございますので、８月を目途にですね、

交付発送をしていきたいというふうに考えております。 

○議長（宮内道則君） 坂本君。 

○５番（坂本 登君） 高齢者と、全町民ということだったので、漏れのないようにで

すね、気をつけていただきたいなと思います。これは１回１０万円給付のときに経

験はなさっていますので御承知のことかと思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

○議長（宮内道則君） 答弁は良いですか。ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２９号を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（宮内道則君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２９号は原案のとお

り可決しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

第７ 議案第３０号 令和５年度芦北町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

○議長（宮内道則君） 日程第７、議案第３０号「令和５年度芦北町農業集落排水事業

特別会計補正予算（第１号）」を議題とします。 

本案について、説明を求めます。平田上下水道課長。 

○上下水道課長（平田秀臣君） 議案第３０号、令和５年度芦北町農業集落排水事業特

別会計補正予算（第１号）について、御説明いたします。 

予算の総額に歳入歳出それぞれ２７７万２,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を２億７７７万２,０００円とするものでございます。 

主な補正の内容につきまして、予算書をもとに歳出から御説明いたします。 

予算書は７ページになります。 

款１農業集落排水事業費です。農業集落排水事業総務費の２７７万２,０００円

は、人事異動に伴う人件費の補正です。 

次に、歳入につきましては６ページになります。 

款５繰入金です。一般会計繰入金の２７７万２,０００円を今回の補正財源とす

るものです。 

以上で、説明を終わります。 

○議長（宮内道則君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３０号を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３０号は原案のとお

り可決しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

第８ 議案第３１号 令和５年度芦北町奨学資金貸付事業特別会計補正予算（第１号） 

○議長（宮内道則君） 日程第８、議案第３１号「令和５年度芦北町奨学資金貸付事業
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特別会計補正予算（第１号）」を議題とします。 

本案について、説明を求めます。田代教育課長。 

○教育課長（田代 忍君） 議案第３１号、令和５年度芦北町奨学資金貸付事業特別会

計補正予算（第１号）について、御説明いたします。 

予算の総額に歳入歳出それぞれ１０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を２,４

１０万円とするものでございます。 

主な補正の内容につきましては、予算書をもとに歳出から御説明いたします。 

予算書は７ページになります。 

款２奨学資金積立金です。奨学資金積立金の１０万円は、一般財団法人岩崎育英

文化財団からの指定寄附分を奨学基金に積み立てるものでございます。なお、当財

団からは、昨年度も同様に寄附をいただいており、岩崎グループとしては今回で４

度目となります。また、岩崎グループをはじめ、基金全体では１１件目の寄附とな

るものです。 

次に、歳入につきましては６ページになります。 

款２繰入金です。他会計繰入金の１０万円は、一般会計からの繰入金を今回の補

正財源とするものでございます。 

以上で、説明を終わります。 

○議長（宮内道則君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３１号を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３１号は原案のとお

り可決しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

第９ 議案第３２号 芦北町奨学基金条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（宮内道則君） 日程第９、議案第３２号「芦北町奨学基金条例の一部を改正す

る条例の制定について」を議題とします。 

本案について、説明を求めます。田代教育課長。 
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○教育課長（田代 忍君） 議案第３２号、芦北町奨学基金条例の一部を改正する条例

の制定について、御説明いたします。 

今回の改正は、芦北町奨学基金に対し、一般財団法人岩崎育英文化財団から指定

寄附１０万円を受けたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 

附則としまして、この条例は公布の日から施行することとしております。 

提案理由につきましては、記載のとおりです。 

以上で、説明を終わります。 

○議長（宮内道則君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３２号を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３２号は原案のとお

り可決しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

第１０ 議案第３３号 芦北町重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例

の制定について 

○議長（宮内道則君） 日程第１０、議案第３３号「芦北町重度心身障害者医療費助成

条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 

本案について、説明を求めます。池田福祉課長。 

○福祉課長（池田康浩君） 議案第３３号、芦北町重度心身障害者医療費助成条例の一

部を改正する条例の制定について、御説明申し上げます。 

今回の改正は、熊本県重度心身障がい者医療費助成事業費補助金交付要領の一部

が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 

改正の内容は、一部の公費負担医療の助成に限られたものを、全ての公費負担医

療に対し、医療費の自己負担額を助成するものです。 

附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、令和５年４月１日から適

用するものです。 

提案理由につきましては、記載のとおりでございます。 
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以上で、説明を終わります。 

○議長（宮内道則君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３３号を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３３号は原案のとお

り可決しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

第１１ 議案第３４号 芦北町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（宮内道則君） 日程第１１、議案第３４号「芦北町営住宅管理条例の一部を改

正する条例の制定について」を議題とします。 

本案について、説明を求めます。鎌倉建設課長。 

○建設課長（鎌倉博之君） 議案第３４号、芦北町営住宅管理条例の一部を改正する条

例の制定について、御説明申し上げます。 

令和２年７月豪雨により被災された方の生活再建のため、町内２か所、芦北、湯

浦に、災害公営住宅を建設しております。 

今回の改正は、芦北町大字芦北２７８４番地２４に的場尻団地として、木造３階

建９戸、芦北町大字湯浦９５６番地４に園川団地として、木造３階建１２戸を別表

に加えるものです。 

附則として、この条例は公布の日から施行するものです。 

なお、提案理由につきましては記載のとおりでございます。 

以上で、説明を終わります。 

○議長（宮内道則君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（宮内道則君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３４号を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３４号は原案のとお

り可決しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

第１２ 議案第３５号 芦北町一般住宅等使用料条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

○議長（宮内道則君） 日程第１２、議案第３５号「芦北町一般住宅等使用料条例の一

部を改正する条例の制定について」を議題とします。 

本案について、説明を求めます。鎌倉建設課長。 

○建設課長（鎌倉博之君） 議案第３５号、芦北町一般住宅等使用料条例の一部を改正

する条例の制定について、御説明申し上げます。 

記載の女島住宅につきましては、現在、令和２年７月豪雨で被災された方が入居

されていますが、仮設住宅としての供用期間が終了し、町へ１０戸譲渡されること

にことに伴い、一般住宅として使用するため、条例の一部を改正するものです。 

附則として、この条例は規則で定める日から施行するものです。 

なお、提案理由につきまして記載のとおりでございます。 

以上で、説明を終わります。 

○議長（宮内道則君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３５号を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３５号は原案のとお

り可決しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

第１３ 議案第３６号 芦北町特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例の制
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定について 

○議長（宮内道則君） 日程第１３、議案第３６号「芦北町特定公共賃貸住宅管理条例

の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 

本案について、説明を求めます。鎌倉建設課長。 

○建設課長（鎌倉博之君） 議案第３６号、芦北町特定公共賃貸住宅管理条例の一部を

改正する条例の制定について、御説明申し上げます。 

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施

行に伴い、省令第１条に号ずれが生じました。当該箇所を引用する本条例において

も修正が必要なため、改正を行うものです。 

附則として、この条例は公布の日から施行するものです。 

なお、提案理由につきましては記載のとおりでございます。 

以上で、説明を終わります。 

○議長（宮内道則君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３６号を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３６号は原案のとお

り可決しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

第１４ 議案第３７号 工事請負契約の締結について 

○議長（宮内道則君） 日程第１４、議案第３７号「工事請負契約の締結について」を

議題とします。 

本案について、説明を求めます。松本総務課長。 

○総務課長（松本俊造君） 議案第３７号、工事請負契約の締結について、御説明申し

上げます。 

本議案は、旧国民年金保養センター解体工事の請負契約締結の承認に係るもので

す。 

１ 契約の目的  旧国民年金保養センター解体工事 
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２ 契約の方法  指名競争入札 

３ 契約の金額  １億４,１６８万円 なお、落札率は９７.４％でした。 

４ 契約の相手方 熊本県水俣市白浜町９番２８号 

株式会社久環 

代表取締役 橋本 義一 

工事の概要について申し上げます。本工事は、老朽化した旧国民年金保養センタ

ーを解体する工事となります。 

次に、入札の経緯について申し上げます。本工事は、建物の解体から廃棄物有害

物質の適正処理までの工程を確実に施工する必要があるため、元請完成工事高１億

円以上、経営審査点８００点以上などの要件を満たす県内の解体工事業者１１社を

指名しました。入札は５月１２日に執行し、仮契約を５月２２日に行っております。 

なお、提案理由につきましては記載のとおりです。 

以上で、説明を終わります。 

○議長（宮内道則君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３７号を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３７号は原案のとお

り可決しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

第１５ 議案第３８号 工事請負契約の締結について 

○議長（宮内道則君） 日程第１５、議案第３８号「工事請負契約の締結について」を

議題とします。 

本案について、説明を求めます。松本総務課長。 

○総務課長（松本俊造君） 議案第３８号、工事請負契約の締結について、御説明申し

上げます。 

本議案は、湯浦地区地域優良賃貸住宅建設工事（建築）の請負契約締結の承認に

係るものです。 
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１ 契約の目的  湯浦地区地域優良賃貸住宅建設工事（建築） 

２ 契約の方法  指名競争入札 

３ 契約の金額  ４億５,５４０万円 なお、落札率は９９.０％でした。 

４ 契約の相手方 熊本県八代市宮地町２０８８番地 

松島・中村特定建設工事共同企業体 

株式会社松島建設 代表取締役 松嶋 進治 

工事の概要について申し上げます。本工事は、地域優良賃貸住宅１５戸を湯浦地

区に建設する工事となります。 

次に、入札の経緯について申し上げます。本工事を確実に施行するためには、県

内建築業者１社と、町内建築業者１社の、合計２社で構成する共同企業体方式が効

果的であると考え、第１グループに県内の建築業者Ａ１ランク６社、第２グループ

に町内の建築業者６社を予備選定したところ、共同企業体６社が組成をされました。

入札は５月３０日に執行し、仮契約を５月３１日に行っております。 

なお、提案理由につきましては記載のとおりです。 

以上で、説明を終わります。 

○議長（宮内道則君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３８号を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３８号は原案のとお

り可決しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

第１６ 議案第３９号 工事請負契約の締結について 

○議長（宮内道則君） 日程第１６、議案第３９号「工事請負契約の締結について」を

議題とします。 

ここで、地方自治法第１１７条の規定により、白坂君の退場を求めます。 

［白坂君 退場］ 

○議長（宮内道則君） それでは、本案について、説明を求めます。松本総務課長。 
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○総務課長（松本俊造君） 議案第３９号、工事請負契約の締結について、御説明申し

上げます。 

本議案は、湯浦地区地域優良賃貸住宅建設工事（電気設備）の請負契約締結の承

認に係るものです。 

１ 契約の目的  湯浦地区地域優良賃貸住宅建設工事（電気設備） 

２ 契約の方法  指名競争入札 

３ 契約の金額  ５,７３４万３,０００円 なお、落札率は９８.１％でした。 

４ 契約の相手方 熊本県葦北郡芦北町大字花岡１６６７番地１９ 

株式会社白坂電気設備 

         代表取締役 白坂 ひとみ 

工事の概要について申し上げます。本工事は、湯浦地区地域優良賃貸住宅１５戸

の建設に伴う電灯、太陽光発電などの電気設備の工事となります。 

次に、入札の経緯について申し上げます。本工事は、地域優良賃貸住宅に係る屋

内・屋外の電気工事を行うものであり、町内電気業者単独で施工可能との考えから、

経営審査受審済みの町内電気工事業者１０社による指名競争入札を実施しました。

入札は５月１２日に執行し、仮契約を５月２２日に行っております。 

なお、提案理由につきましては記載のとおりです。 

以上で、説明を終わります。 

○議長（宮内道則君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３９号を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３９号は原案のとお

り可決しました。 

ここで、白坂君の入場を認めます。 

［白坂君 入場］ 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

第１７ 議案第４０号 工事請負契約の締結について 
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○議長（宮内道則君） 日程第１７、議案第４０号「工事請負契約の締結について」を

議題とします。 

本案について、説明を求めます。松本総務課長。 

○総務課長（松本俊造君） 議案第４０号、工事請負契約の締結について、御説明申し

上げます。 

本議案は、湯浦地区地域優良賃貸住宅建設工事（機械設備）の請負契約締結の承

認に係るものです。 

１ 契約の目的  湯浦地区地域優良賃貸住宅建設工事（機械設備） 

２ 契約の方法  指名競争入札 

３ 契約の金額  ６,７９８万円 なお、落札率は９７.９％でした。 

４ 契約の相手方 熊本県葦北郡芦北町大字小田浦１６２４番地２ 

株式会社ユーテックス芦北営業所 

所長 入江 英昭 

工事の概要について申し上げます。本工事は、湯浦地区地域優良賃貸住宅１５戸

の建設に伴う給水・給湯、浄化槽などの機械設備の工事となります。 

次に、入札の経緯について申し上げます。本工事は、地域優良賃貸住宅に係る屋

内・屋外の機械設備工事を行うものであり、町内管工事業者単独で施工が可能との

考えから、経営審査受審済みの町内管工事業者１３社による指名競争入札を実施し

ました。入札は５月１２日に執行し、仮契約を５月２２日に行っております。 

なお、提案理由につきましては記載のとおりです。 

以上で、説明を終わります。 

○議長（宮内道則君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 討論なしと認めます。 

これから議案第４０号を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 異議なしと認めます。したがって、議案第４０号は原案のとお

り可決しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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第１８ 総務厚生常任委員会の閉会中の継続調査の申出 

第１９ 建設経済文教常任委員会の閉会中の継続調査の申出 

第２０ 議会広報委員会の閉会中の継続調査の申出 

第２１ 議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出 

○議長（宮内道則君） 日程第１８から日程第２１までの各委員会の閉会中の継続調査

の申出を一括議題とします。 

各委員長及び議会運営委員長から、お手元に配付の申出書のとおり提出されてお

ります。 

お諮りします。各委員長からの申出書のとおり、閉会中の継続調査とすることに

御異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 異議なしと認めます。したがって、各委員長から申出書のとお

り、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（宮内道則君） これで本日の日程は全て終了しました。 

会議を閉じます。 

［「議長」と呼ぶ者あり］ 

○議長（宮内道則君） 川尻議員。 

○１０番（川尻成美君） 議長にお願いがございます。 

今回、ブルーマリンの保養地の解体も終わり、着々とこのマリンパーク再整備事

業がなされていくというふうに思います。新聞紙上でちゃんと詳しい経過も書いて

ありますが、今、民間公募型の中で５月末に公募がなされて、８月にはもう結果が

出るというようなことでございます。そうなりますと、この事業はかつてない大型

プロジェクトになろうかと思いますので、今後、閉会中になりますので、議会から、

こういう経過等について、我々も知っておくべきではなかろうかというふうに痛感

しておりますので、議長のほうから頃合いを見た中でですね、ある程度、決まった

中で報告を、全員協議会の中で説明を申し入れていただければというふうに要望い

たします。 

以上です。 

○議長（宮内道則君） ただいま川尻君から申し出がありましたが、大きなですね、先

般も楠原議員からも質問が出まして、計画になっているようでございます。まだま

だ我々もそこの付近がですね、勉強不足ですので、十分、町当局の内容を把握しま

して、その後、各議員の皆様方と一団となってですね、内容の理解を皆さんと一緒

にしたいと思います。当然、議員の皆さん方、町民の皆さんに啓発の立場にあるわ
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けですから、ただいま川尻君が申し上げました内容につきましては、十分、町当局

の内容を聞きまして、そして全協等あたりでも説明ができる段階になりましたら、

説明をですね、いたしたいと思いますので、御了承いただきたいと思います。 

以上です。 

令和５年第３回芦北町議会定例会を閉会します。 

御苦労様でした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午前１０時５９分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 
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